
個人情報ファイルの名称 選挙人名簿調製事務ファイル 

市の機関の名称 選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 公職選挙法第１９条の規定により、選挙人名簿は永

久に据え置くこととされているため、その調整及び

保管を行うために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所、３年齢・生年月日、４性別 

記録範囲 年齢満１８年以上の日本国民 

記録情報の収集方法 市民課からの提供 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）野田市鶴奉７番地の１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

１から４までの各記録項目については、公職選挙法

(昭和２５年法律第１００号)第２９条第２項基づき

選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることが

できる。 

個人情報ファイルの種別 ■法第60条第2項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当
するファイル 
■有 □無 

備 考  
 



個人情報ファイルの名称 住民投票事務ファイル 

市の機関の名称 選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 野田市住民投票条例に基づき、住民投票に関する一

連の執行管理を行うために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所、３年齢・生年月日、４性別、５連絡

先 

記録範囲 年齢満 18年以上の日本国民 

記録情報の収集方法 本人からの署名、投票等 

市民課からの提供 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）野田市総務課 

（所在地）野田市鶴奉７番地の１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ■法第60条第2項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当
するファイル 
■有 □無 

備 考  
 



個人情報ファイルの名称 国民投票事務ファイル 

市の機関の名称 選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 日本国憲法の改正手続に関する法律による国民投票

の執行に関する事務の管理及び投票人名簿の調整及

び投票及び開票に伴う事務執行を行うために利用す

る。 

記録項目 １氏名、２住所、３年齢・生年月日、４性別 

記録範囲 年齢満 18年以上の日本国民 

記録情報の収集方法 本人からの投票等 

市民課からの提供 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）野田市鶴奉７番地の１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

１から４までの各記録項目については、日本国憲法

の改正手続に関する法律(平成１９年法律第５１号)

第３０条の規定において準用する公職選挙法(昭和

２５年法律第１００号)第２９条第２項に基づき投

票人名簿の修正に関する調査の請求をすることがで

きる。 

個人情報ファイルの種別 ■法第60条第2項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当
するファイル 
■有 □無 

備 考  
 


